
 

 

第 5 回新千⾥東町地域⾃治協議会理事会議事録 
日時 ： 2017 年 9 月 16 日（土）10 時〜11 時 10 分 
場所 ： 東町会館 2 階集会室 
出席者 

*役  員：伏原会⻑、⻄村副会⻑ 
勝久・中須・前園（以上会計） 

*理  事：総数 20 名中、出席者 18 名（上記役員 5 名を含む） 
柳野・濱中・小川・尾上・園田・塩津・吉経・村尾・岡本（橋本代理） 
三宅（花城代理）(以上⾃治会） 
寺村・田村・清水(以上諸団体)    

欠 席：福岡・原 
*監  事：藤谷（欠席：植田） 
*相談役：室井（東丘小校⻑） 
*事務局：玉富 
*オブザーバー：中井（豊中市） 

 
議事 

１．前回理事会議事録の確認 
  第 3 回理事会議事録について報告、確認を⾏いました。 
 
2. 各委員会報告 

① 防災委員会 

防災委員会は、今年度の防災訓練について、12 月 2 日（土）に第⼋中学校で開催される千⾥フェ
スタ（地域教育協議会主催）との合同実施を検討しましたが、 
9 月 13 日（水）関係者で協議・調整した結果、この時期に各団体が訓練を実施することで 防災
意識を⾼めていくという考えから、今年度は 11 月 26 日（日）に東丘小学校で協議会としての防
災訓練を実施することとし、今後委員会にて検討を進めていくとの報告がありました。 

② 近隣センター移転計画対策委員会 

近隣センター移転計画対策委員会は、新地区会館のレイアウトについて理事会などで出された意⾒
に基づいて市と協議し、基本設計案を作成しました。（修正計画図提示） 
カフェスペースより南に、調理室、会館事務所（交流室機能を含む：すでに理事会で合意済み）、
事務所倉庫、なんでも相談室という配置図にしました。 
調理室、事務所、なんでも相談室の⻄側に裏⼝（兼非常⼝）を設けます。 

 
なんでも相談室の重要性を考慮し、小集会室は廃止し、なんでも相談室専用の部屋とする事としま
した。                             
給湯室の配置は、⻄側（なんでも相談室）に 90 ㎝⾷い込む形とし、⽞関から南向きの通路の奥に
幅 90 ㎝の通路を確保し非常⼝とする事としました。 
内装などの詳細については、今後、検討を進めていきます。 
 
また、郵便局存続について、東町住⺠にとって必要な施設なので、署名活動が必要であれば署名を
⾏いたいとの⾃治会がありました。 



 

 

 
③ キャンドルロード実⾏委員会 

9 月 23 日（土）19 時から新千⾥東町会館で、東町キャンドルロード事前説明会を開催すると
の案内がありました。 
また、紙コップ、砂などを希望される団体には、９月末より事前配布させて頂くとの告知もあ
りました。 

 
3．2017 東町夏祭り実施報告 

・今年度の夏祭りは、⾃治会や各種地域団体、商店会、企業、学校など 40 団体の協⼒・協賛によ
り、盛大に実施することができました。 

・決算額は現在集計中ですが、⽀出を上回る収⼊があり、今後の備品更新などに活用します。 

・収⽀報告について、現時点で未⼊⾦・未精算があるため、終了次第監査を受けて 10 月の理事会
で提示するとの報告がありました。 

・9 月 28 日（木）19 時から新千⾥東町会館で、反省会を開催するとの案内がありました。 

・また協議会出店の模擬店の収⽀明細についての報告の中で、全体がひとつのチームとなって地域
住⺠を迎えるイベントなので、仕⼊れ・原単価・販売価格などについては、今後も皆で考え、ア
イデアを出し合っていきましょうとの説明がありました。 

4. その他 

１）12 月 17 日（日）に東丘小学校で、もちつき大会が開催されます。 
２）市が小学校区ごとに設置を進めている⾒守りカメラについて、東丘校区に設置予定の 29 台のうち、

先⾏して 9 台が設置されることになりました。今後も引き続き、⾏政と事前確認・調整を進めて
いきます。 

３）新千⾥東町で発⽣した⽕災について、住⺠の安⼼安全のため情報を把握できるようにしてほしい
との意⾒がありました。⽕災発⽣時の情報伝達について、協議会から消防署に問い合わせること
とします。 

４）公⺠分館より、ふれあい運動会、ふれあい⽂化祭、秋の講座の案内と告知ビラ掲示の依頼があり
ました。 

以上 

2017 年度第 6 回理事会⽇程 10 月 14 ⽇（土）10：00〜 東町会館２階集会室 

 

 

 

 

理事会出席者へのお願い 
１．理事⾃⾝がご出席頂けない場合は、必ず代理者の出席をお願い致します。 
２．この理事会での議論の内容を貴団体内関係者に周知頂くとともに、次回理事会議案の内、関わりのあ

る案件については、貴団体内で話し合いの上ご出席ください。 
３．理事会等の会議は情報公開を基本としております。東町に関係のある⼈であれば、理事以外のどなた

でも理事会等にオブザーバーとして出席頂くことができます。貴団体内で協議会活動に関⼼のある⽅
に出席をお勧めください。 

４．理事会等で議論した内容は、奇数月発⾏の広報紙「ひがしおか」、協議会専用ホームページ
（http://www.e-kyogikai.com/）に掲載しますので、ご利用をお奨めください。 


